
番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 ハローワークにおける正社員就職の実現

ハローワークにおいて、正社員求人を積極的に確保するほか、正社員就職に
向けた担当者制等による求職者の希望や経験等を踏まえたきめ細かな相談
支援を通じてマッチング強化に取り組む。また、フリーター女性に配慮したキャリ
アコンサルティングの実施等、利用者それぞれの状況に対応したきめ細かな就
職支援を行う【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○ハローワークにおいて正社員求人を積極的に確保するほか、正社員就職に向
けた担当者制による支援等、利用者それぞれの状況に対応したきめ細かな就職
支援を行った。

2 キャリアアップ助成金の活用促進

キャリアアップ助成金により派遣労働者等の正社員転換、「多様な正社員」の
導入等を行う。また、それぞれの地域において活用が進むよう、制度の周知等
を積極的に行う【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○平成30年度の支給実績は正社員化コース1,321,760,000円／1,504件。
令和元年度においても、年金事務所や社労士会等の外部団体主催イベント等
の機会を活用して、事業主等に対するキャリアアップ助成金の制度周知を積極的
に図っている。

3 業界団体等への要請

岡山県をはじめとする関係機関とも連携し、労働局幹部職員による業界団体
への働きかけ、公共職業安定所長等の幹部職員による事業主訪問による働
きかけ、ハローワークにおける事業所への働きかけを行っていく。 【平成28-32
年度にかけて継続的に実施】。

○岡山労働局長が岡山県知事、岡山県教育長とともに岡山県経営者協会を
訪問し、非正規労働者の正社員転換の促進等について要請した。また、職業安
定部長が、岡山県商工会議所連合会及び一般社団法人岡山経済同友会を
訪問し、同様の要請を行った。

4 公的職業訓練等の実施

就業経験等に応じた公的職業訓練を実施するほか、地域のニーズや成長分
野で求められる人材育成の推進に取り組んでいく【平成28-32年度にかけて
継続的に実施】。

○平成29年度に把握した地域の求人ニーズを踏まえて、翌年度の公共職業訓
練の定員の見直しを行っている。平成30年度新たに女性を対象のものづくり系
コースを新設し実施した。
○地域の委託訓練を対象とし、定員充足率及び就職率の低調な訓練、中止率
の高い訓練分野等のカリキュラム内容等を検証し、より効果的な職業訓練となる
よう「地域における職業訓練の質の検証・改善業務」を行った。

5 改正職業安定法の円滑な施行

第193回通常国会で成立した改正職業安定法の改正内容の周知徹底及
び円滑な施行に取り組む。【平成29-32年度にかけて継続的に実施】。

○職業紹介の実績等を情報提供する義務、労働条件の明示等、改正内容につ
いて集団指導や個別指導により周知徹底を図った。
・許可証交付式における指導
H29年度12回実施44事業者　H30年度12回事業者44事業者
・個別指導（指導監督時）
H29年度30事業者　H30年度26事業者

正社員転換・待遇改善実現プラン進捗状況（平成30年度分）

(1)正社員転換等について

①不本意非正規雇用労働者の正社員転換等



番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 若者雇用促進法の円滑な施行

適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発及び向上に関する
措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を
有効に発揮できる環境を整備するため、第189回通常国会で成立した青少
年の雇用の促進等に関する法律（以下「若者雇用促進法」という。）に基づ
き、①新卒者の募集を行う企業の職場情報の提供の仕組み、②ハローワーク
における一定の労働関係法令違反に係る求人者の求人不受理、③若者の
雇用管理の状況などが優良な中小企業についての厚生労働大臣の認定
（ユースエール認定）制度等を着実に実施する。なお、②については、働き方
改革関連法の成立を踏まえ、求人不受理の対象に労働時間の上限規制違
反を追加する等の見直しが行われており、その円滑な施行に取り組む。また、
職業紹介事業者や募集情報提供事業者に対しては全ての職場情報を提供
するよう働きかけることが望ましいこと等を定めた若者雇用促進法に基づく事業
主等指針の周知徹底を行うなど、職業紹介事業者等による取組を促していく
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○あらゆる機会を捉えて事業主等に対して若者雇用促進法の概要を周知すると
ともに若者応援宣言事業及び厚生労働大臣の認定制度（ユースエール認定制
度）の活用促進に努めた。
※平成30年度認定企業数6社

2 新卒者等の正社員就職の実現

おかやま新卒応援ハローワーク等において、学校等と協力して、在学段階から
の就職に向けたセミナー、職場見学・体験等を通じ、就職への意欲喚起を含
めた新規学卒者等の正社員就職に向けた支援（未内定者への集中的な支
援も含む。）を行う。【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○おかやま新卒応援ハローワークの周知に努めるとともにジョブサポーターによる大
学等訪問、ニーズに応じた個別支援の徹底、セミナーの実施等により正社員就職
の促進を図った。

3 新卒者等の職場定着の促進

新卒者等の正社員就職後の職場定着を促進するため、職場訪問や電話等
によるフォローアップを実施するほか、職場定着セミナーを実施する。そのほか、
就職内定者を対象に、各種労働法令や社会保険制度の基礎知識の習得
や、早期の離職はキャリアとして認められにくい状況等について説明するセミナー
を開催し、早期離職の防止、職場定着を図る【平成28-32年度にかけて継
続的に実施】。

○おかやま新卒応援ハローワーク及び倉敷わかものハローワークに在職者相談窓
口を設置し、ジョブサポーター（定着支援分）を中心に職場定着に対する取組を
強化した。
パソコンやスマートフォンで労働法制を学べるe-ラーニング教材「e-ラーニングで
チェック！今日から使える労働法～Let’s study labor law～」を活用して労働
関係法令に関する基礎知識の付与を行った。

4 フリーター等に対する支援

いわゆるフリーター等（35歳以上45歳未満の不安定就労者も含む。）の正
社員転換を促進するため、引き続き、倉敷わかものハローワーク等において担
当者制によるきめ細やかな職業相談・職業紹介、職業意識啓発のためのセミ
ナーを開催するほか、職業訓練への誘導・あっせんの強化等を行う。また、トラ
イアル雇用助成金の活用によるフリーター等の正社員就職を実現する【平成
28-32年度にかけて継続的に実施】。

○倉敷わかものハローワーク、わかもの支援コーナー（岡山所）及びわかもの支
援窓口（西大寺所）への積極的な誘導、一人ひとりの対象者に円滑な就職促
進が図られるよう、課題を抱える求職者に対する面接訓練、企業の人事担当者
を招聘しての模擬面接、応募書類対策に特化したセミナー、職業訓練の周知・
誘導等を実施した。
　また、その他のハローワークにおいても求職者担当制により、応募可能な正社員
求人の情報提供、正規雇用のメリットを説明、応募書類作成指導等マンツーマン
での支援を実施した。

5 ニートやひきこもりの方に対する支援

ニート等の職業的自立を支援するため、地域若者サポートステーションにおい
て、就職意欲を喚起する取組を進めるほか、岡山県が主催する「おかやま自
立支援ネットワーク」も活用し、学校中退者等への切れ目のない支援を行う。
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○岡山及び倉敷若者サポートステーション及びおかやま自立支援ネットワークと連
携して、就職意欲の喚起等を実施した。
　　「くらしき・おかやま合同企業説明会」（平成30年8月27日）
    「2019夏おかやまカルチャーゾーン企業説明会」（令和元年7月3日）

②対象者別の正社員転換等
ア)若者等に係る取組



6 若者の職業能力開発の推進

若者の職業能力開発を進めるため、フリーター等の非正規雇用労働者の就
職支援においては、岡山県や（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が実
施する企業実習と座学を一体的に組み合わせた訓練（日本版デュアルシス
テム）に積極的に誘導することで、若者の職業能力開発、正規雇用の促進
を図る【平成28年-32年度にかけて継続的に実施】。

○職業訓練受講によるフリーター等の正規雇用化の推進を図るため、職業訓練
とジョブカードをセットにしたセミナーを開催。
　ハローワーク岡山・・・・【平成30年度】  6/8、8/23、12/5、3/15
                            【令和元年度】  6/24、9/6
　ハローワーク津山・・・・【平成30年度】　5/21、7/17、8/23、10/11、12/5、
　　　　　　　　　　　1/10、2/5
                            【令和元年度】  5/21、7/9、8/1、9/26
　倉敷わかものハローワーク・・・・【平成30年度】　4/18、5/16、6/13、7/18、
                              8/8、 9/19、10/17、11/14、12/19、1/16、
　　　　　　　　　　　　　　　　　2/13、３/13
                            【令和元年度】  4/17、5/15、6/12、7/17、8/7
○平成30年度日本版デュアルシステムの受講者数
　岡山県立高等技術専門校　30人
　岡山職業能力開発促進センター　37人

7 県内への就職の促進と地方の良質な雇用機会
とのマッチングの強化

若者等のニーズに応じて、地方への就職が選択肢の一つとして位置づけられる
よう、地方自治体や首都圏・近畿圏の大学等と連携して地方就職希望者を
掘り起こすとともに、県内の自治体との連携による県内企業の合同企業説明
会や就職面接会を開催する。また、県内でのユースエール企業の確保に努
め、厚生労働省が開設するポータルサイトで情報を発信するほか、ハローワーク
の全国ネットワークを活用したマッチングを図る【平成28-32年度にかけて継続
的に実施】。

○地方自治体との連携により、移住希望者への職業相談を東京・大阪・名古屋
で実施。
また、県内においては、自治体と連携し学校卒業予定者を中心に就職面接会を
開催。

※ユースエール企業の確保については、（1）②1を参照

8 就職氷河期世代等に対する支援

いわゆる就職氷河期世代(平成5年から平成16年頃に学校卒業期を迎えた
世代)を含む長期不安定就労者(概ね45歳未満)に対し、安定した就職が
実現されるよう、倉敷わかものハローワーク等における個別支援、短期・集中
的セミナー、職業訓練の活用促進など一人ひとりが抱える課題に応じた就職
支援や職業的自立の促進を強化する。

○倉敷わかものハローワークにおいて、就活サポートセミナー、面接トレーニングなど
の概ね45歳未満の方を対象とした各種セミナーを毎月複数回開催した。
○倉敷わかものハローワーク、わかもの支援コーナー（岡山所）、わかもの支援窓
口（西大寺所）をはじめ、県内ハローワークにおいて、就職支援ナビによる担当
者制による個別支援（フリーター等支援事業）によりフリーターの正社員就職の
実現を図った。



番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 改正労働者派遣法の円滑な施行

労働者派遣で働く方が正社員になる道を開いていくためには、その職業能力を
高めていくことや、正社員としての就業機会を提供していく取組が重要である。
このため、第189回通常国会で成立した平成27年改正労働者派遣法にお
いては、派遣元に対して、計画的な教育訓練や希望者へのキャリアコンサル
ティングを義務付けるとともに、派遣先への直接雇用の依頼等の雇用安定措
置を講ずることを派遣元の責務とすることや、正社員の募集情報提供義務を
派遣先に課すことなどを盛り込んでいるところであり、その円滑な施行に取り組
む。その際、雇用安定措置の実施に当たっては、労働者派遣事業の許可の
取消しも含めた厳正な指導により３年見込みの派遣労働者に係る義務の履
行を確保するだけでなく、1年以上の雇用契約を結んだ派遣労働者に係る努
力義務についても周知徹底し、適正な運用を促す。また、経過措置により改
正前の法律が適用されている、いわゆる専門26業務で働く派遣労働者につい
ても、不安定な雇用に陥ることのないよう、都道府県労働局に設置した相談
窓口において派遣労働者からの相談対応を行う。さらに、平成24年改正労
働者派遣法に基づき平成27年10月1日から施行された「労働契約申込み
みなし制度」を円滑に施行し、派遣労働者の雇用の安定を確保しつつ違法
派遣を是正することにより、労働者保護を図る【平成28-32年度にかけて継
続的に実施】。

○H27改正労働者派遣法による派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段
階的かつ体系的な教育訓練の実施、キャリア・コンサルティングの相談担当者の配
置、雇用安定措置の取組みとして派遣先事業所への直接雇用の依頼や派遣元
事業主による無期雇用などについて次のとおり周知、説明を行った。
・「労働者派遣制度説明会」を年間19回実施し、56社（65名）参加
・206事業所に個別実施（指導監督時に実施）

2 その他

手続の簡素化による紹介予定派遣の活用の推進や、派遣先が派遣労働者
を正社員として雇用する場合のキャリアアップ助成金の活用促進等を行う。ま
た、派遣期間終了後に派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合の紛争防
止措置（派遣先が事前に派遣元に通知することや、職業紹介により紹介手
数料を支払うこと等）を派遣契約において定める義務について、周知・啓発を
行う。さらに、経過措置期間中の派遣労働者に係る改正前の「労働契約申
込み義務制度」の適切な適用に向けた指導を行う【平成28-32年度にかけて
継続的に実施】。

○派遣終了後に直接雇用する場合の事項を契約に明示することなど、改正労働
者派遣法に関する周知、説明を実施した（実施状況は(1)②（イ）１の再
掲）
○紹介予定派遣により346人雇用された（H29年度労働者派遣事業報告書
集計結果より）
○労働者派遣事業に関する相談は3,812件で、そのうち派遣労働者からの相談
は33件（H27労働者派遣法の改正後に「労働者派遣制度の見直しに係る特
別相談窓口」を設置している）
※キャリアアップ助成金の活用状況は（１）①２を参照

②対象者別の正社員転換等
イ)派遣労働者に係る取組



番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 無期労働契約への転換ルールの周知等

無期労働契約への転換ルールについて、労働局・労働基準監督署・ハロー
ワークの窓口における周知、無期転換ルールを先行して導入した企業の好事
例を厚生労働省HPで周知するほか、セミナーや個別相談会の実施等によっ
て、制度の周知・企業における導入支援を図る【平成28年度以降継続的に
実施】。

○雇用均等指導員・職員がパート法等に基づく報告徴収の際に、無期転換ルー
ル・有期特措法に関するリーフレットを手交した。（29年度：259件）（30年
度：147件）
○労働局、事業主団体等が開催するセミナーや説明会において、無期転換ルー
ル・有期特措法に関する説明を行った。（29年度：計14回）
○「労働契約等解説セミナー」（厚労省委託事業）会場で個別相談対応を
行った。（H31.1.16）
○「岡山労働基準弘報」「おかやま労働」に無期転換ルール及び有期特措法の
概要について記事を掲載した。
○市町村、経営者団体、求人誌、地域情報誌等に対し無期転換ルールの周知
記事掲載を依頼した。（29年度）
○ラジオCMによる無期転換ルールの周知広報を行った。（29年度）

2 雇止め法理の周知等 雇止め法理について、セミナー等を通じて、周知徹底を図る【平成28年度以
降も継続的に実施予定】。

○上記の取組みと併せて周知徹底を図っている。

3 高齢の有期契約労働者の無期転換の促進

高齢の有期契約労働者については、高年齢者雇用安定法に基づく高年齢
者雇用確保措置の対象とならない場合が多いため、高年齢者雇用安定助
成金を活用し、これらの者を無期雇用に転換させ、65歳までの雇用機会の確
保を図る【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○平成30年度高年齢者雇用安定助成金（高年齢者無期転換コース）（経
過措置分）　支給件数0件

4 キャリアアップ助成金の活用促進
キャリアアップ助成金の活用を促進し、有期雇用労働者の正規雇用労働者
等への転換を図る【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○平成30年度の支給実績のうち正規雇用等転換分は1,298,300,000円／
1,470件。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 正社員転換推進措置の履行確保の取組

パートタイム労働法第13条の規定に基づき、事業所においては正社員転 換
推進措置の実施義務が課せられていることから、計画的に事業所を訪問し、
法の履行確保を図る。【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○パートタイム労働法第18条に基づく報告徴収（訪問、集団的)の中で、同法
第13条の正社員転換措置の有無、実績等について調べ、法違反があった場合、
是正するよう助言・指導している。

2 正社員転換推進措置の好事例の収集等

パートタイム労働法第13条 の規定に基づき設けられている各事業所における
正社員転換推進措置によって、短時間労働者の正社員への転換が推進され
るように、好事例の収集・周知等に取り組む。また、短時間（勤務時間限
定）正社員の制度導入の推進に向けた、導入の好事例の周知等により制度
の普及・啓発に取り組む。さらに、短時間労働者のキャリアアップについて、企
業の先進的な取組を収集し、情報提供することで支援を実施する【それぞれ
平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○パートタイム労働法第18条に基づく報告徴収（訪問、集団的)の中で、正社
員転換措置の例として、「『短時間制社員制度』導入支援マニュアル」などを用い
て、同制度の周知、好事例の収集を行っている。
○また「パートタイム労働者キャリアアップ支援マニュアル」などを用いて、先進的な
取組を情報提供している。

②対象者別の正社員転換等
ウ)有期雇用労働者に係る取組

②対象者別の正社員転換等
エ)短時間労働者に係る取組



番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 「多様な正社員」の普及・拡大

「多様な正社員」の普及・拡大を図るため、労働条件の明示等の留意事項、
就業規則の規定例及び好事例について、事業主等が多数参加する機会を
活用し
て周知を図る。
　また、「多様な正社員」制度の導入や見直しを検討する企業に対し、パンフ
レットを活用するなどにより就業規則の整備等企業内ルールの制度化に向け
た助言や助成措置の情報提供を行う。

○集団指導、セミナーなどの場において「勤務地などを限定した『多様な正社員』
の円滑な導入・運用に向けて」「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル
就業規則と解説」等を配布し、労働条件の明示等の留意事項、就業規則の規
定例及び好事例についての周知や情報提供をしている。

2 短時間正社員制度導入支援マニュアルの普及
等

短時間正社員制度導入支援マニュアルの普及等により、企業における「短時
間正社員制度」の円滑な導入及び運用に向けた支援を実施する。【平成
28-32年度にかけて継続的に実施】。

○集団指導、セミナーなどの場において「『短時間制社員制度』導入支援マニュア
ル」等を配布し、短時間正社員制度について、周知・啓発を行っている。

3 キャリアアップ助成金の活用促進

キャリアアップ助成金のメニューを活用することで、各事業所においてそれぞれの
労働者がキャリアアップしていく中で、「多様な正社員」という選択肢をとることが
できる環境整備が行われるよう、助成金の更なる拡充や活用促進を図る【平
成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○平成30年度の支給実績のうち多様な正社員転換分は23,460,000円／34
件。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 均等・均衡待遇の推進策等について

雇用形態に関わらない公正な待遇を確保するため、正規雇用労働者と非正
規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止や労働者に対する待遇に関す
る説明義務の強化等を内容とする働き方改革関連法が、平成30年7月に公
布された。中小企業等を含め、企業活動に与える影響が大きいため、円滑な
施行に向けて丁寧な周知・説明等を行う。【平成30-32年度にかけて継続的
に実施】。

○現行法では、パータイム労働法第8条、労働契約法第20条により、正社員と
非正規労働者との間の待遇格差が合理的かどうかは、3つの考慮要素（①職務
内容　②人材活用の仕組み　③その他の事情）で判断することとなっており、これ
にもとづいた報告徴収、相談対応を行い、適正な待遇確保に取り組んでいる。
○岡山働き方改革シンポジウムを開催し、正規雇用労働者と非正規雇用労働
者の間の不合理な待遇差の禁止等、働き方改革関連法の説明を行った。（平
成31年2月22日、27日）
○働き方改革（同一労働同一賃金）セミナーを開催し、パートタイム・有期雇
用労働法等の説明を行った。（令和元年7月31日）
○働き方改革推進に係る法令改正説明会において、パートタイム・有期雇用労
働法等の説明を行った。（令和元年8月23日、９月10日、25日）
○派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るこ
とが盛り込まれた、改正労働者派遣法に関する周知、説明を実施した（令和元
年10月10日、18日、29日）

(2)待遇改善について

③「多様な正社員」の推進



2 最低賃金について

最低賃金について、幅広い周知を図るとともに、的確な監督指導を行う。最
低賃金の引上げに向けて、中小企業・小規模事業者の生産性向上等のため
の支援を図る。また、企業収益を踏まえた賃金の引上げに向けた働きかけや
必要な環境整備を行っていく。

○県最賃及び特定最賃の改定に伴って、県内各市町村、経済団体等に幅広く
周知を行い、併せて広報誌への掲載依頼も行った。
○１～３月に集中的に各監督署において、最低賃金の履行確保を主眼とした
監督を実施した。
○中小企業・小規模事業者の支援に対しては、事業主等が多数集まる会議・
研修等でﾘｰﾌﾚｯﾄを配付するなど周知広報に努めた。

3 待遇改善・職業能力開発の推進

キャリアアップ助成金の処遇改善コースの活用促進や、中長期的なキャリア形
成を支援する教育訓練給付制度、人材開発支援助成金の特別育成訓練
コースの活用促進による待遇改善・職業能力開発の推進を進める【平成28-
32年度にかけて継続的に実施】。

○キャリアアップ助成金の平成30年度の支給実績は処遇改善関係コース
22,682,000円／68件、人材育成コース269,139,961円／356件。

4 育児休業・介護休業の取得推進

事業所訪問による育児・介護休業規定整備指導及び事業主や県民に制度
の周知を行う。両立支援等助成金の活用促進などにより、育児休業、介護
休業の取得を促進する。【平成28年度以降も継続的に実施予定】。

〇育児介護休業法に係る相談、指導の実施
　相談件数　1107件（平成29年度）、756件（平成30年度）
　指導件数　559件（平成29年度）、543件（平成30年度）
〇育児介護休業法の周知
　資料の関係機関窓口設置
　各種会合　24回（平成29年度）、14回（平成30年度）
　働き方改革推進セミナー　２回（平成29年９月１日、６日）
〇両立支援助成金の活用促進
ー平成30年度ー
（１）出生時両立支援コース　222件
（２）育児休業等支援コース　225件
（３）女性活躍加速化コース　　41件
（４）介護離職防止支援コース　 2件
（５）再雇用者評価処遇コース　 2件
〇両立支援助成金の周知
　社労士対象助成金説明会の開催、おかやまイクボス発掘セミナーや仕事と子育
て両立応援セミナー内での説明、広報誌への掲載



5 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益
取扱い等やセクシュアルハラスメント対策の実施

職場における不快な性的言動（セクシュアルハラスメント）や妊娠・出産・育
児休業等を理由とする不利益取扱い（いわゆるマタニティハラスメント）につい
て、労働者からの相談には適正に対応し、相談者のニーズに応じて、情報提
供や個別紛争解決援助を行い、円滑な解決を図る。法違反等の問題がある
場合には、事業主に対して迅速かつ厳正な指導を行う。あわせて、法違反の
未然防止のため法の周知徹底を図る。【平成28-32年度にかけて継続的に
実施】。

○　相談、企業指導等の実施（平成30年度分）
　(1)相談件数 　　　　　　　　　　　　　　　          297件
　　（セクシュアルハラスメント　111件　　　マタニティハラスメント　186件）
　(2)紛争解決の援助件数　　　                       8件
　(3)指導件数(法第29条に基づく助言等)　　　  257件
○　男女雇用機会均等法の周知・啓発の実施
　(1)資料の関係機関窓口設置
　(2)あらゆる機会での周知啓発の実施
　　・各種会合　4回（平成30年度）
 ○　関係機関の広報紙等への掲載

6 職場のハラスメント等の予防・解決に向けた環
境整備

職場のハラスメントの予防・解決に向け、事業主に対して、様々なハラスメント
の相談に一元的に応じる体制の整備や防止対策を図るように促す。【平成
30-32年度にかけて継続的に実施】。

○パワハラ総合情報サイト「明るい職場応援団」の周知
○パンフレット、リーフレット等による予防と対策事例の周知
○職場のパワーハラスメント対策支援セミナーの周知
○総合労働相談コーナーにおける相談対応の中での予防・解決法の周知
等を行っている。

7 雇用管理改善等による人材確保支援、「魅力
ある職場づくり」の推進

雇用管理改善につながる制度等の導入・実施を通じて従業員の職場定着や
生産性向上等に取り組む事業主を支援する「人材確保等支援助成金」の活
用促進や人材不足分野における雇用管理改善モデルの構築に取組む【平成
28-32年度にかけて継続的に実施】。
併せて、労働局・ハローワークにおける求人受理や求人サービス等のあらゆる機
会を活用した周知により、事業主自身の主体的な雇用管理改善による「魅
力ある職場づくり」を推進する【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業について、公益
財団法人介護労働センターに委託し、介護事業所の雇用管理改善を通じた「魅
力ある職場づくり」への取り組みを実施。今年度においても、昨年同様に介護労
働安定センターが受託し、雇用管理改善に関する課題や好事例の把握などのモ
デル調査等の実施。
○建設分野においては、「建設労働就職促進セミナー（けんせつのおしごと）」を
開催。（開催回数11回）
○職場定着支援助成金（雇用管理制度助成コース）支給実績
　　【Ｈ29年度】　　95件
　　【Ｈ30年度８月末】　52件（平成30年度から「人材確保等支援助成金」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に名称変更）

8 労働保険の適用の推進

労働保険未手続事業者に対する対策を引き続き推進する【平成28-32年
度にかけて継続的に実施】。

○局内・監督署・安定所との緊密な連携、あるいは、関係行政機関との通報制
度の活用等により、未手続事業を把握した場合には、計画的に加入勧奨や個別
指導等を実施し、再三の勧奨・指導にも関わらず加入しない事業主に対しては、
職権による成立手続きを実施する。また、同業務については、厚生労働省におい
て、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に業務を委託しているところ
であり、同連合会との連携を図りながら効率的な業務の運営を図っている。
○平成29年度においては、上記方法により把握した未手続事業576事業場に
対して手続指導を行い、未手続の実態を把握するとともに、未手続事業と把握し
た際には、強力に加入指導を行い、その結果、62事業場が加入手続きを行って
いる。また、平成30年度においては、未手続事業場496事業場に対して、文書
送付及び個別訪問並びに電話による加入勧奨・指導の結果、８月末現在にお
いて、46事業場が加入手続を行っている。



9 中小企業退職金共済制度への加入促進

中小企業退職金共済制度（独力では退職金制度を設けることが困難な中
小企業に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた
国の退職金制度）について、周知等を通じて制度への加入を促進する【平成
28-32年度にかけて継続的に実施】。

○10月の中小企業退職金共済制度加入促進強化月間を前に、県下の労働
基準監督署における説明会、集団指導等でリーフレットの配布及び制度の説明
を行い、職業安定所では窓口にリーフレットを設置している。また、岡山労働局Ｈ
Ｐ及びおかやま労働（岡山県発行の情報誌）への掲載等、広く同制度の周知
に取り組んでいる。

1 職業能力開発の推進【再掲】

2 学生アルバイトの労働条件の確保に向けた取
組の強化

事業主・業界団体への要請等に加え、チラシ・冊子等の作成による学生・事
業主に対する周知・啓発など情報発信の更なる推進に取り組むとともに、学生
アルバイトに関する労働相談に的確に対応する【平成28-32年度にかけて継
続的に実施】。

〇「労働条件を確かめよう！」キャンペーンの周知・啓発
　事業主・業界団体への要請（ポスター掲示及びリーフレット配布の協力依頼）
〇学生アルバイト出張労働相談の実施
　令和元年５月24日・7月17日　岡山高等歯科衛生専門学院出張講義
〇労働局雇用環境・均等室及び労働基準監督署における若者相談コーナーの
相談件数（平成28年４月～７月　12件、29年４～７月　14件、30年４～
７月　８件）

3 学生・生徒等に対する労働関係法令等に関す
る教育の推進

多様な就業形態が増加する中で、労働関係法令について知ることは、労働関
係の紛争や不利益な取扱いの未然の防止に役立つとともに、働き方を選択す
る上で重要であるため、学生・生徒等に対する労働関係法令に関する教育を
進める。具体的には、労働関係法令の基本的知識をまとめたパンフレット「知っ
て役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～」及び「これってあり？～まん
が知って役立つ労働法Q&A～」について、学校・企業等で活用できるよう周
知・活用の促進を図る。また、労働局の幹部職員等が、講師として中学・高
校・大学等を訪問し、前述のパンフレット等を用いながらセミナーや講義等を実
施する【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

〇労働局長等の幹部職員によるセミナー等
　平成28年10月14日　岡山大学
　平成29年12月19日　吉備国際大学高梁キャンパス
　平成29年12月22日　吉備国際大学岡山キャンパス
　平成30年10月18日　ノートルダム清心女子大学
　平成30年10月24日　倉敷芸術科学大学
　平成30年12月12日　吉備国際大学岡山キャンパス
　平成31年1月7日　吉備国際大学高梁キャンパス
　令和元年7月18日　吉備国際大学高梁キャンパス
　令和元年10月8日　岡山大学
○監督課によるセミナー等
　平成29年７月31日　専門学校 川崎リハビリテーション学院
　平成29年10月24日　倉敷芸術科学大学
　平成30年１月13日　玉島商業高等学校

4 若者雇用促進法に基づく認定制度の推進

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企
業を厚生労働大臣が認定（ユースエール認定）し、当該企業の情報発信を
後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援するととも
に、企業における自主的な雇用管理改善の取組を促す【平成28-32年度に
かけて継続的に実施】。

○ユースエール認定企業については、若者雇用促進総合サイト等のホームペー
ジ、労働局等主催の就職面接会等で周知することにより当該企業が求める人材
の確保を支援した。

②対象者別の待遇改善
ア)若者に係る取組



1 均等・均衡待遇の推進等

平成27年改正労働者派遣法で強化された派遣労働者と派遣先の労働者
の均衡待遇の確保に係る規定（均衡待遇の確保のために考慮した内容を、
本人の求めに応じて説明する派遣元の義務等）の着実な施行を図り、義務
違反に対しては、許可の取消しも含めて厳しく指導を行う【平成28年-3１年
度にかけて継続的に実施】。
第196回通常国会で成立した働き方改革関連法により、派遣元に対し、①
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件（派遣労働者
の賃金が同種業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金と同等以上で
あること等）を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することなどが義
務化され、その円滑な施行に取り組む【平成30年-32年度にかけて継続的に
実施】。

○改正労働者派遣法による派遣労働者の均衡待遇の推進として次のとおり周
知、説明を行った。
（実施状況は(1)②（イ）１を参照）

2 教育訓練、キャリアコンサルティングの実施等

平成27年改正労働者派遣法で派遣元の義務として新設されたキャリアアップ
を推進するための措置（派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望
者へのキャリアコンサルティングを実施する義務、労働者派遣事業の許可・更
新要件に「キャリア形成支援制度を有すること」の追加等）の着実な施行を
図る。
　また、偽装請負などの違法派遣について引き続き厳正な行政指導等を行っ
ていくともに、平成27年改正労働者派遣法で全ての労働者派遣事業が許可
制に一本化されたことを踏まえ、法違反のある派遣元に対しては、許可の取消
しも含めて厳しく対処することで、派遣労働者の保護を図る【平成28-32年度
にかけて継続的に実施】。

（再掲）
○改正労働者派遣法による派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的
かつ体系的な教育訓練の実施、キャリア・コンサルティングの相談担当者の配置、
雇用安定措置の取組みとして派遣先事業所への直接雇用の依頼や派遣元事
業主による無期雇用などについて次のとおり周知、説明を行った。
・「労働者派遣制度説明会」を年間25回実施し、196社（196名）参加
・250事業所に個別実施（同時に指導監督を実施）

3 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益
取扱いの防止等

現行法令の規定（男女雇用機会均等法による不利益取扱いやセクハラ防
止措置等に係る規定については、派遣元事業主だけでなく派遣先について
も、派遣労働者に対して使用者としての責任を負うこと等）について周知徹
底を図る【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○男女雇用機会均等法第29条による報告徴収の際に、派遣労働者が在籍し
ていることを把握した場合には、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関す
るハラスメント防止対策を派遣労働者に対しても実施していることを確認し、法に
沿った措置を行うよう指導している。

1 パートタイム労働法等の履行確保

正規雇用労働者との｢均等・均衡待遇｣という考え方を事業主に浸透・定着
させることが重要であり、パートタイム労働法及び労働契約法の周知、パートタ
イム労働法に基づく指導等により法の確実な履行確保を図る。
さらに、2020年４月から施行されるパートタイム・有期雇用労働法第８条
（不合理な待遇の禁止）及び第９条（差別的取扱いの禁止）の趣旨及
び規定内容について、事業主や労働者に対する周知等を実施することにより、
法の円滑な施行を図る【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

○パートタイム労働法第１８条に基づく報告徴収を実施し、短時間労働者の待
遇の均等・均衡を図っている。
○岡山働き方改革シンポジウムを開催し、パートタイム・有期雇用労働法の説明
を行った。（平成31年2月22日、27日）
○働き方改革（同一労働同一賃金）セミナーを開催し、パートタイム・有期雇
用労働法の説明を行った。（令和元年7月31日）
○働き方改革推進に係る法令改正説明会において、パートタイム・有期雇用労
働法等の説明を行った。（令和元年8月23日、９月10日、25日）

②対象者別の待遇改善
イ)派遣労働者に係る取組

②対象者別の待遇改善
ウ)短時間・有期雇用労働者に係る取組



2 雇用管理の改善に向けた企業の自主的な取
組の実施

雇用管理の改善に向けた企業の自主的な取組を支援・促進するため、働き
方改革推進支援センターでの相談支援の実施や、パンフレット、マニュアル等の
活用を図る【平成30-32年度にかけて継続的に実施】。

○パートタイム労働法第１８条に基づく報告徴収の際や、各種セミナーなどにお
いてパートタイム労働者活躍企業診断サイトを周知し、自主的に雇用管理改善
に取組んでいる事業者に対して「パート労働者活躍企業宣言」を行うことを勧奨し
ている。
○岡山働き方改革推進支援センターでの相談実績（令和元年度）
　セミナー開催84回、企業訪問157回、出張相談283回（9月末現在。予定
を含む）

3 職務分析・職務評価の導入支援・普及促進
正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働者の均衡のとれた賃金決
定を促進するため、職務分析・職務評価の導入支援・普及促進を図る。

○パートタイム労働法第１８条に基づく報告徴収の際に、職務分析・職務評価
について説明し、導入を勧めている。


